
〇
介
護
料
支
給
の
ご
案
内
　

【
対
象
者
】

　
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
が
原
因
で
、

脳
や
脊
髄
又
は
胸
腹
部
臓
器
に
重
度
の

後
遺
障
害
が
残
り
、
日
常
生
活
に
お
い

て
常
時
又
は
随
時
の
介
護
が
必
要
な
方

で
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
方
。

【
支
給
額
】

　
後
遺
障
害
の
程
度
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
、

介
護
用
品
の
購
入
な
ど
に
応
じ
て
、
月

額
３
６
，
５
０
０
円
～
２
１
１
，
５
３

０
円
の
範
囲
で
支
給
。

【
支
給
制
限
】

・
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
、
労
災
の
介
護

給
付
等
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
主
た
る
生
計
維
持
者
の
合
計
所
得
金

額
が
年
間
１
，
０
０
０
万
円
を
超
え

た
と
き
は
支
給
で
き
ま
せ
ん
。

・
そ
の
他
、
支
給
で
き
な
い
条
件
が
あ

り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

〇
交
通
遺
児
等
貸
付
の
ご
案
内

【
対
象
者
】

　
自
動
車
事
故
に
よ
り
、
保
護
者
が
亡
く

な
ら
れ
た
り
、
重
い
後
遺
障
害
を
残
す

こ
と
と
な
っ
た
ご
家
庭
（
生
活
困
窮
家

庭
）
の
中
学
校
卒
業
ま
で
の
お
子
様
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

お
知
ら
せ

コ
ー
ナ
ー

自
動
車
事
故
対
策
機
構
か
ら
の

お
知
ら
せ

【
貸
付
金
額
】

　
一
時
金（
貸
付
時
）１
５
５
，
０
０
０
円

　
貸
付
期
間
中
、
月
額
１
０
，
０
０
０
円

又
は
２
０
，
０
０
０
円
（
選
択
制
）

　
他
に
、
小
・
中
学
校
入
学
時
に
入
学
支

度
金
４
４
，
０
０
０
円
（
希
望
者
）

【
貸
付
期
間
】

　
貸
付
決
定
時
か
ら
中
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で

【
利
子
】

　
無
利
子

【
返
還
方
法
】

　
原
則
と
し
て
　
年
以
内
の
月
々
均
等
払

２０

い
（
進
学
・
病
気
等
に
よ
る
猶
予
制
度

等
あ
り
）

〇
交
通
遺
児
等
友
の
会
入
会
の
ご
案
内

【
対
象
者
】

　
自
動
車
事
故
に
よ
り
保
護
者
が
亡
く
な

ら
れ
た
り
、
重
い
後
遺
障
害
を
残
す
こ

と
と
な
っ
た
家
庭
の
中
学
校
卒
業
ま
で

の
お
子
様
で
あ
れ
ば
、
入
会
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

【
活
動
内
容
】

　
旅
行
会
や
交
流
会
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
開
催
、
書
道
・
絵
画
・
写
真
な
ど

コ
ン
テ
ス
ト
の
開
催
、
会
報
の
配
布

（
年
４
回
）

【
参
加
期
間
】

　
中
学
校
を
卒
業
又
は
　
歳
を
迎
え
る
ま
で

２０

【
費
用
等
】

　
無
料

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
自
動
車
事
故
対
策
機
構
　
函
館
支
所

　
℡：

０
１
３
８
們

８
８
們

１
０
０
７

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（供
ナ
ス
バ
僑
で
検
索
）

　http://w
w
w.nasva.go.jp
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林
野
庁
北
海
道
森
林
管
理
局
で
は
、
国

有
林
野
の
管
理
経
営
に
役
立
て
る
こ
と
を

目
的
に
、
令
和
４
・
５
年
度
の
「
国
有
林

モ
ニ
タ
ー
」
を
次
の
と
お
り
募
集
し
て
い

ま
す
。

【
募
集
人
員
】

　
　
名
４８

【
応
募
資
格
】

　
北
海
道
に
お
住
ま
い
で
、
国
有
林
に
関

心
の
あ
る
満
　
歳
以
上
（
令
和
４
年
４

４０

月
１
日
時
点
）
の
方
。

　
※
令
和
２
・
３
年
度
に
国
有
林
モ
ニ

タ
ー
で
あ
っ
た
方
は
除
き
ま
す
。

【
内
容
】

　
・
国
有
林
や
森
林
・
林
野
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
へ
の
回
答

　
・
モ
ニ
タ
ー
会
議
（
国
有
林
の
役
割
や

現
状
等
説
明
と
意
見
交
換
、
年
１

回
）
へ
の
参
加

　
・
現
地
見
学
会
（
国
有
林
の
作
業
現
場

の
見
学
や
体
験
、
年
１
回
）
へ
の
参

加

【
応
募
期
間
】

　
令
和
４
年
２
月
　
日
㈪
ま
で

２１

※
お
問
い
合
わ
せ
先
（
応
募
先
）

　
林
野
庁
北
海
道
森
林
管
理
局

　
企
画
課
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
担
当

　
℡：

０
１
１
們

６
２
２
們

５
２
２
８

※
詳
し
く
は
林
野
庁
北
海
道
管
理
局
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒
予
防
の

ポ
イ
ン
ト
は
次
の
と
お
り
で
す

①
原
因
の
８
割
は
調
理
者
か
ら
食
品
等
へ

の
汚
染
で
す
。

　
・
日
頃
か
ら
健
康
状
態
の
把
握
・
管
理

に
努
め
て
く
だ
さ
い
。（
※
下
痢
な

ど
の
症
状
が
あ
る
場
合
は
、
調
理
作

業
を
行
わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
）

　
・
症
状
が
無
く
て
も
ウ
イ
ル
ス
を
持
っ

て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
日
頃

か
ら
衛
生
管
理
を
し
っ
か
り
行
い
ま

し
ょ
う
。

②
調
理
前
や
ト
イ
レ
の
後
は
、
念
入
り
に

手
指
の
洗
浄
・
消
毒
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　
　
時
間
を
か
け
て
洗
い
落
と
す
意
識
を

持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。
複
数
回
の

手
洗
い
が
効
果
的
で
す
。

③
食
品
・
器
具
等
の
「
加
熱
・
消
毒
」
を

徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
中
心
温
度
　
～
　
℃
・
　

秒
間
以
上

８５

９０

９０

の
加
熱
や
塩
素
系
消
毒
剤
に
よ
る
消

毒
が
有
効
で
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
北
海
道
渡
島
保
健
所

　
　
生
活
衛
生
課
食
品
保
健
係

　
　
℡：

０
１
３
８
們

４
７
們

９
５
５
２

　
　
森
支
所
　

　
　
℡：

０
１
３
７
４
們

２
們

２
３
２
３

「国
有
林
モ
ニ
タ
ー
」
の
募
集

に
つ
い
て

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
食
中
毒

を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
！


